
社会福祉法人磐田市社会福祉協議会赤い羽根福祉団体活動助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人磐田市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が磐田

市内で活動する社会福祉の目的をもって組織する団体（以下「福祉団体等」という。）に

対し、助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（助成対象となる団体等） 

第２条 助成対象となる福祉団体等は、次の第１号から第６号までの要件をすべて満たして

いる団体とする。 

 ⑴ 磐田市内で活動する第３条第１項第１号から第５号に掲げる事業を行う福祉団体であ

ること。 

⑵ 本会の会員であること。 

⑶ 代表者や会計責任者を定めていること。 

⑷ 団体の構成人員が５人以上であること。 

⑸ 法人格を有する団体（ＮＰＯ法人は除く）でないこと。 

⑹ 宗教、政治、営利を主たる目的とする団体でないこと。 

 ⑺ その他本会会長（以下「会長」という。）が特に認めた団体 

（助成対象となる事業） 

第３条 助成対象となる事業は、次の各号に該当する事業で、地域住民等へ参加、交流が広

く呼びかけられていることを条件とする。 

 ⑴ 高齢者、障害児者、児童、母子父子家庭等の福祉向上を目的とした事業 

⑵ 児童の健全育成を目的とした事業 

⑶ 福祉を目的とした講座、講演会、研修会等の事業 

⑷ ボランティア団体の健全な運営やボランティアの養成、普及を目的とした事業 

⑸ 他の福祉団体との交流や多世代の交流を目的とした事業。 

⑹ 原則として、当該年度に本会より他の助成を受けていない事業 

 ⑺ 原則として、当該年度に行政及び他の団体等から補助金など資金援助を受けていない

事業 

⑻ その他会長が特に認めた事業 

２ 前項のうち、歳末募金配分金を財源とする事業については年末年始に実施し、地域歳末

たすけあい運動実施要項に基づく事業であること。 

（助成対象経費） 

第４条 助成の対象となる経費は、対象事業を実施するために必要な経費とする。ただし、

次の各号に掲げる経費については、原則として対象外とする。 



⑴ 管理運営費 

⑵ 飲食費、接待費、交際費、寸志、土産等儀礼的・交際費的経費 

⑶ その他事業を実施する上で直接必要のない経費 

（助成金額） 

第５条 助成金額は、千円単位とし、概ね別表に示す範囲内で、予算額及び全体の申請件数、

団体の活動内容、事業内容等を審査し決定する。 

（助成金の財源） 

第６条 助成金は、本会会費及び共同募金配分金並びに歳末募金配分金を財源とする。 

（助成金の交付申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする団体（以下「団体」という。）は、助成金交付申請

書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、会長に申請しなければならない。 

⑴  団体の事業計画書及び予算書 

⑵ 団体の前年度決算書（前年度に助成を受けた団体は、助成対象事業の収支がわかる書 

類） 

⑶ 見積書（備品購入事業） 

⑷ その他会長が必要と認める書類 

（助成金の交付決定） 

第８条 会長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付するこ

とが適正と認めたときは、助成金交付決定通知書（様式第２号）により団体に通知する。 

（交付決定の取消し） 

第９条 会長は、団体が次の各号に一に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消

すことができる。 

 ⑴ 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑵ 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

⑶ 助成金を他の用途に使用したとき。 

⑷ 当該助成事業を中止したとき。 

⑸ その他この要綱の規定に違反したとき。 

（助成金の交付請求） 

第１０条 前条により交付決定を受けた団体は、助成金交付請求書（様式第３号）を会長に

提出する。 

（実績報告） 

第１１条 助成金の交付を受けた団体は、事業完了後速やかに事業実績報告書（様式第４

号）に次の各号に掲げる書類を添えて会長に報告しなければならない。 

⑴ 活動の様子が分かる写真 



⑵ 領収書の写し 

⑶ その他会長が必要と認める書類 

 

（助成金の返還） 

第１２条 会長は、第９条の規定により助成金の交付決定を取り消したとき又は事業実績に

基づき算出した助成金額が既に交付した金額を下回るときは、助成金返還通知書（様式第

５号）により、交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２４年５月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

  

対象団体、事業等 助成金額の上限 

障害当事者団体又は福祉施設及び障害

者支援を目的とする団体が実施する事

業 

事業費の範囲内で２０万円を上限とする。 

福祉団体等が高齢者、障害児者、児

童、母子父子家庭等の福祉向上を目的

として実施する事業 

事業費の範囲内で１０万円を上限とする。 



様式第１号（第７条関係） 

 

赤い羽根福祉団体活動助成金交付申請書 

                               年  月  日 

社会福祉法人磐田市社会福祉協議会会長 様 

                 住所又は所在地 

                 団  体  名 

                 代 表 者 氏 名                

                              （署名又は記名押印） 

   年度において、赤い羽根福祉団体活動助成金の交付を受けたいので、関係書類を

添えて申請します。 

 

 

事業の収支計画                                                 （単位：円） 

収 入 の 部 支 出 の 部 

科   目 金   額 科   目 金   額 

助 成 金    

団体負担金    

利用者負担金    

そ の 他    

  計    計  

＊必要に応じ別紙を使用してください。 

交 付 申 請 額 金              円 

事業の目的、内容 

 

対  象  者  

地域住民、ボランティ 

ア等への呼びかけ 

 ア．実施する         イ．実施しない 

地域住民、ボラン 

ティア等の参加 

 ア．有 （その内訳              ） イ．無 

事 業 実 施 期 間      年  月  日 ～     年  月  日 

連 絡 先 氏  名            電話番号 



様式第２号（第８条関係） 

磐社協 第   号  

年  月  日  

 

              様 

社会福祉法人磐田市社会福祉協議会   

会 長                

 

 

赤い羽根福祉団体活動助成金交付決定通知書 

 

      年  月  日付で申請のあった、赤い羽根福祉団体活動助成金について、下記の

条件を付して、次のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

交付決定金額  金             円 

 

記 

 

 ＜条 件＞ 

  １ 助成金は、当該事業以外の目的に使用しないでください。 

  ２ 助成事業を中止又は内容を変更する場合は、あらかじめ会長の承認を受けてください。 

  ３ 助成事業が予定期間内に終了しない場合、又は遂行が困難となった場合は、会長に報

告し 

てその指示を受けてください。 

  ４ 助成事業の運営や経理の状況を調査し、不適当と認めたときは、助成金の全部又は一

部を 

返還をしていただくことがあります。 

  ５ 事業完了後速やかに、別に定める様式により、事業実績報告書を提出してください。 

 



様式第３号（第１０条関係） 

 

赤い羽根福祉団体活動助成金請求書 

  年  月  日  

 

社会福祉法人磐田市社会福祉協議会会長 様 

              

 住所又は所在地 

                    団  体  名 

                    代 表 者 氏 名             

（署名または記名押印） 

担当者        連絡先 

 

請求金額 金              円 

 

 

  ただし、    年  月  日付け磐社協第    号により交付決定を受けた、

赤い羽根福祉団体活動助成金について、上記のとおり請求します。 

 

記 

  

振込口座 

金融機関名 （      ）銀行・信金・農協 （      ）本店・支店 

預金種別 普通預金 ・ 当座預金   

口座番号    

口座名義    

＊ 振込を行う預金通帳の表紙及び１頁目（カタカナ名義の部分）のコピーを添付して 

ください。 



様式第４号（第１１条関係） 

 

赤い羽根福祉団体活動助成金事業実績報告書 

  年  月  日 

 社会福祉法人磐田市社会福祉協議会会長 様 

                 住所又は所在地 

                 団  体  名 

                 代 表 者 氏 名                

（署名または記名押印） 

担当者        連絡先 

 

     年  月  日付け磐社協第    号により助成金の交付決定を受けた、 

赤い羽根福祉団体活動助成金事業が完了したので、関係書類を添えて報告します。 

 

事業の収支報告                                                 （単位：円） 

収 入 の 部 支 出 の 部 

科   目 金   額 科   目 金   額 

助 成 金    

団体負担金    

利用者負担金    

そ の 他    

    

   計      計  

＊必要に応じ別紙を使用してください。 

交 付 決 定 額 金              円 

事業の目的、内容  

参 加 人 数  

事 業 実 施 期 間       年  月  日 ～     年  月  日 

事 業 の 成 果  



様式第５号（第１２条関係） 

 

磐 社 協 第   号 

  年  月  日 

 

              様 

 

社会福祉法人磐田市社会福祉協議会 

 会 長           

 

 

赤い羽根福祉団体活動助成金返還通知書 

 

  年  月  日付け磐社協第  号により交付決定した赤い羽根福祉団体活動助

成金について、下記により返還をお願いします。 

 

記 

 

交付決定額  金           円 

返 還 額  金           円 

返 還 事 由 

 １ 事業実績額（対象額）が助成金交付額を下回るため。 

 ２ 当該助成事業を中止したため。 

 ３ 交付決定を取り消したため。（交付要綱第９条第  号該当） 

 ４ その他（                       ） 

返 還 期 限       年   月   日まで 

 

 

 


